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北海道大学 2003.9 

退職給付引当金と

宮川

1.はじめに

わが国において， 2000年4月に導入された

退職給付会計(以下，新基準)は， FASB!)お

よびIASB(前IASC，以下同様)2)が採用した

基準を踏襲するかたちで導入されている。新基

準の会計事象は，退職給付にかかる諸制度(退

職一時金，確定給付型年金，確定拠出型年金)

を包括的に取り扱っている。このうち，新基準

導入に際してのもっぱらの議論は，退職一時金

制度を含めた確定給付型年金制度に対する会計

処理に向けられる九その主な理由は，従前の

会計処理では見られなかった退職給付制度財政

(以下，制度財政)の実態を制度設置主たる母

体企業 (plansponsor)へ認識させるためで

ある。しかもその情報は，基礎率 (actuarial

assumptions) という予測要素を介在させた時

価認識により財務諸表上に開示される。したがっ

て， r予測にもとづく時価認識」の適正性，公
正性，客観性ならびに妥当性といった複眼的観

点から検討が重ねられるのである。

しかし一方で，ある一定の会計処理に対する

コンセンサスが， r情報」として転化するにあ
たり，質的内容が歪められるのであれば，会計

基準の果たすべき役割としては不十分である。

なぜなら，今日の企業会計が果たすべき役割の

ーっとして，投資者を中心とする情報利用者の

意思決定に対する有用性を重視するという観

1) FAS. No.87 

2) IAS. No.19 

3 )たとえば，今福 [1998aJ，Daley [1984J， Bodi巴
[1990Jなど多数。

「引当金」概念の異同

昭義

点 4)からは，会計基準そのものはインフラの一

部にしか過ぎず，むしろそのインフラ整備後に

示される情報の質的内容が，過不足なく反映さ

れているかが重要であると指摘することが可能

である。

その意味において， FASBおよび IASBが

採用する質的情報は明快である。そこでは，予

測要素の介在が不可避であるとしても，実質優

先主義に基づき情報利用者の有用性に資するも

のと判断されるのであれば，予測それ自体はあ

まり問題ではない。つまりこの観点からは，企

業の財務状態を十分に反映しない情報により，

情報利用者の判断を歪めることの方が問題なの

であり，予測認識にあっても情報としての適正

性，公正性，客観性および妥当性が具備される

のであれば，それは情報利用者からの要請に十

分に応えているとの立場なのである。したがっ

て，新基準のもとで認識される制度財政の実態

は，母体企業にとっての純資産であるか，純負

債 5)であるかのいずれかとして認識されるので

ある。

一方，わが国の企業会計において導入された

新基準は， FASBおよび IASBに近似してい

るものの，情報としての質的内容の表示はいさ

さか暖昧である。具体的には，新基準の適用に

より認識される制度財政の実態が，認識債務に

対して認識資産の積立超過の場合には，母体企

業にとっての純資産として計上される。しかし，

その逆の場合における純負債発生時には，原則

4) SFC. No.l， par.33 

5) FAS. No.87， Appendix A， par.84-87 
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的に「退職給付引当金」として情報化されるた 務の具現化についてはその弁済金額が確定して

めである 6)。たしかに， FASBのように いなければならず、明確な企業財産に対しての

ERISA71との連関により，退職給付制度が従 請求権が示されるとする概念である。一方，負

業員に対する明確な労働債務であるとの立場と 債とは必ずしも明確な企業財産に対する請求権

違い，わが国にはそうした法的根拠は希薄であ

る。しかしながら，IASBにいたっては，そう

した法的根拠がなくとも退職給付制度の属性に

着目し，それは明らかな労働債務として認識を

おこない，母体企業にとっての純然たる負債と

して認識し，財務諸表上に表示することが求め

られるのである。

本論の目的は，今日の企業会計が実質優先主

義にもとづく連結会計情報の重要性が高まるな

かで，わが国の新基準ではそうした制度財政に

純負債が生じた場合に， r引当金」の範鴎に取
り込まれ， r純然たる負債」として情報化され
ないことに対する質的情報に関する問題提起で

あり，また両者における機能的異向性の検証に

ある。確かに退職給付制度をもたない企業にとっ

ては，本論の議論は必ずしも重要ではない。し

かし一般に，退職給付制度をもっ企業は，情報

利用者にとっては有力な投資対象として認知さ

れていることを鑑みれば，本論の分析はいささ

かもその価値を減じるものではない。

2. 引当金の本質

2.1 収益費用アプローチからの引当金概念

「負債Cliability)Jとは，本来，企業会計

上の概念であり，法的概念における「債務

(0 bligation) Jに対置するものである。債務と

は，主に契約に基づく相手方が確定しており，

さらにその契約に基づく権利区分が確定してい

ることから，契約行為そのものに債務概念が潜

在化しており， したがって契約履行時期の到来

によって債務の存在が具現化する。よって，債

引退職給付に係る会計基準，四1

7) The Employee Retirement Income Security Act 

1974 

者が確定せず，また契約履行時期の到来による

債務の具現化を待たず、したがってその弁済金

額が確定していなくとも，それが合理的に予測

可能な状態にあるならば認識する必要があると

される概念である。したがって，債務ではあっ

ても負債ではないもの，また負債ではあっても

債務ではないものが存在する。しかし，貨幣的

評価測定の観点からは，負債は債務に比べ広義

であり，企業会計の拠るべきはこの負債概念で

あり，債務概念に比べより実質を重視するもの

である。

また，今日の企業会計は，一般に収益費用ア

プローチにより，構成されていると言われる九

これは，ある一定の期間における企業活動によっ

て稼得した収益に相応する費用を認識すること

により，適正な期間損益を求め，企業の収益力

を測定しようとするものである。したがって，

今日の負債概念は同時に，収益費用アプローチ

によって認識された収益および費用のうち，人

為的な期間設定によって繰延べられる連結環と

して，その役割の一翼を担っている。しかし，

今日の企業会計では，収益費用アプローチにお

ける「収益」と「費用」の認識が，必ずしも均

質的であるとは認められない。つまり収益に関

しては， r実現主義による認識」が求められ，
費用の認識に関しては， r発生主義による認識」
が求められるとされるのであるヘ周知のとお

り，収益費用アプローチの本質観は，発生主義

による収益費用を捕担しiついで収益を実現主

義に基づいて限定し，それに相応する費用を確

定するという論理に基づき 10) 収益および費用

の認識に優先順位がない ωことを鑑みれば，上

8)新井[1993]， 20-23頁

9 )飯野[1996J，(11-12)ー (11-13)頁，広瀬 [2000J，
383-385，414頁など。

10)津守 [2002J，p.123 
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記のような収益の実現主義認識および費用の発 な見解が生起される素因となり，結果として理

生主義認識は，これを受容れた時点ですでに不 論的脆弱性が払拭されないのである。

均衡である。 具体的には，収益費用アプローチを前提とす

収益の認識に際して実現主義がとられるのは， る引当金の考察について，それが適正な期間損

それが配当可能利益計算における正確性と確実 益計算における収益費用の対応関係においてー

性を保ちうる厳格性が必要なのであり，客観的

証拠を有しない主観的判断や推測によって，精

撤さや正確性がともなわない認識基準は原則的

に認められないとされるためである。また例外

的に実現主義によらない収益の認識がおこなわ

れるのは，期末時点において，未収収益のよう

lこ一定の契約に従った継続的な役務の提供をお

こない，その役務の提供が完了していながら，

いまだ対価の支払いを受けていない場合に，資

産計上できるものに限られる。なぜなら，適正

な期間損益計算をおこなうためには，そうした

認識をおこなうことが必要なのであり，これは

一般に半発生主義認識と言われるが，実現主義

の観点からは半実現主義と言えるものである。

同様に費用の認識については，半発生主義によっ

て，期末時点に前受収益および未払費用12)のよ

うに負債計上されるものに加え，発生主義によ

る認識が求められるとされる。

したがって，収益費用アプローチの本質観か

らは，適正な期間損益測定の発露として計上さ

れる資産および負債は，その均質性において半

発生主義認識の段階までで，理論的根拠がある

意味で帰結しているのである。よって，期末時

点において費用の発生主義認識による発露とし

て計上される「引当金」ωは，企業会計上の概

念形成において，会計観の違いによりさまざま

11) Paton & Littleton [1940J (W会社会計基準序説

(改訳)J中島省吾訳. 118-122頁)

12)前受収益と未払費用の違いは，適正な期間損益計算

をおこなうという観点からは同義であるが，両者の

違いは法的な役務提供義務を包摂する確定債務であ

るか否かである。

13)一般に今日の「引当金」は，評価性引当金および負

債性引当金に分類されるといわれる。しかし，本論

では両者が一元的に説明されると判断している。こ

のことは以下詳述。

元的に説明されるとする見解ω。また，将来に

おける特定の費用または損失の原因が当期以前

に起因するものであれば，費用の発生を認め，

それにもとづき引当金が計上されるとする見

解へさらに，費用の発生とはその事実が確認

されたものを示す概念であり，予測の域を出な

い費用計上と，それにともなう引当金の計上は

金額が確定していない以上，半発生主義の例外

として説明されるとする見解16)などである。し

かし，いずれにしてもそれらの見解は，費用認

識の観点からの分析に終始しており，言うなれ

ば費用の発生主義認識に対する会計闘の違いに

立脚した展開を見せているに過ぎないのである。

こうした傾向は，昭和 57(1982)年改正の企

業会計原則注解 i(注 18)引当金について」

(以下、注解 18)の文言から容易に理解するこ

とが可能である。したがって，その原文を掲げ

るとすると，以下のとおりである。

f将来の持定の費用又Ii損失であって，ぞの

発生が当身ιJ蔚の事委jごjfsfl{fL，発生の可能性
が高ぐ，かっ，その金額を合理的に足度.3ごと

ができ石場合jごIi， 当3坊の負担に犀す.3金額を

当高官の費用'3((1損失eLて引当金jご探λn，当
該引当金の残高を貸借対照表の貨債の部文Ii資

産の蔀jご百載す石るのとす.3。… C中躍)...。

是主主のPfifg佐の低い得諸事業jご係.3費用'X.11損
失1ごついては，引当金1i:ttよす.3ζとはでさな
~ loJ 

これによれば，引当金費用が， i計上しなけ

14)佐藤口964J.中島口964J

15)馬場 [1983J

16)江村 [1970J
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ればならない」のか，それとも偶発事象に対す している。

る引当金の「計上ができない」という対比から， したがって，この多元的な属性を認めること

「計上することができる」と読み取るのか必ず で，それが純然たる法的債務とは認められない

しも明確ではない。仮に，適正な期間損益計算 (商法では条件付債務〕が，一般にその基本的

の観点、から，引当金費用の計上が一元的に説明

されるのであれば，これは「計上しなければな

らない」とする立場をとる。また，その費用認

識が半発生主義の例外として位置づけられると

の立場からは，ただその金額が確定していない

ことで引当金とされるが，本来は適正な期間損

益計算の観点から費用認識することが望ましく，

「計上しなければならない」のか「計上するこ

とができる」のか必ずしも判然としない。一方

で，引当金費用の計上が，収益費用アプローチ

の本質観から離れ，特に発生主義に基づく費用

認識の拡大であるとするなら，それはむしろ保

守主義的な費用認識の発露として位置づけられ，

引当金費用は「計上することができる」との立

場に置き換わるのである。したがって上記見解

の採用の仕方により， r引当金」が企業会計上，
いかなる概念なのかについても，一意には求め

られないままなのである。いま，こうした認識

の差異に着目し，好事な例として退職給与引当

金およびその他の引当金(修繕引当金，損害補

償損失引当金，貸倒引当金)を取り上げて引当

金概念を分析してみよう。

2.2 資産負債アプローチからの引当金概念

わが国において，新基準導入以前に実務上採

用されてきた退職給与引当金の設定に関しては，

その会計事象は退職一時金制度に対するもので

あり，会計処理は昭和 43(1968)年の大蔵省

企業会計審議会による「企業会計上の個別問題

に関する意見書第二，退職給与引当金の設定に

ついてJ(以下，個別意見書)に拠るところが

大きL、。そこでは，退職給付制度において代表

される退職一時金について，その基本的属性が

労働協約等に基づく従業員の役務提供に対する

労働対価としての性格を有しており，付随的に

功績報償や生活保障の性格を有していると指摘

属性にしたがって企業会計上の負債に取り込ま

れることとなる。また，退職給与引当金に対す

る具体的な設定については，個別意見書および

法人税法において具体的に掲げられ，それが一

般に認められていた。その主な設定方法を列挙

すれば，以下のとおりである。

① 将来支給額予測方式

② 期末要支給額計上方式

③ 現価方式

④ 税法基準方式

このうち，実務上，主に採用されてきたのは

図1にあるとおり，期末要支給額計上方式と税

法基準方式である。したがって，いま退職給与

引当金の設定に関し，両者に着目して分析を進

めることとする。

期末要支給額計上方式は，当該期末時点にお

いて退職給付要件を満たした従業員の全員が，

一時に退職した場合に必要とされる金額を算定

し，前期末時点においてすでに引当金計上され

ている金額との差額をもって，当期の引当金費

用を算定する方法である。この方式の特徴は，

実務処理上の実際性を考慮している点である。

一方，税法基準方式は，その引当金設定額に

関する企業会計上からの理論的根拠はまったく

ないと言ってよい。税法において，はじめて退

職給与引当金に関する規定が設けられたのは，

昭和 27(1952)年の法人税率引上げによる税

負担を緩和する意味を含めて創設されたもので

ある。当初は期末要支給額計上方式と同様に当

該期末時点において退職給付要件を満たした従

業員の全員が，一時に退職した場合に必要とさ

れる金額について，その全額の損金算入が認め

られていたが，その後の段階的な損金算入限度

額の引き下げによりべ個別意見書に掲げられ

た退職給与引当金の設定根拠町立すでに失われ

ている。税法基準方式が，一般に累積限度額基
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2003. 9 

1999年度

|回①税法基準目②j田末要支給額基準図③現価基準皿@その他国⑤年金制度へ全面移行|

注)凡例④「その他」は、②Jl1l末要支給額基準及び@原価基準によって求
められた期末時点の退職給付債務から年金資産残高を控除した部分を
引当計上する方法を採用している企業である。

1998年度1997年度1996年度1995年度

(参考:日本公認会計士協会「決算開示トレンド平成12年度版J) 

支払時期が到来していない状態に置かれている

ことを示している。よって，債務とはならない

ものの，企業会計上の明らかな負債として「計

上しなければならない」はずである。この含意

からは退職給与引当金が，本来，引当金費用の

認識からではなく，期末時点における負債の認

識から生起されるものと解さねばならない。

さらに，退職給与引当金が「予測にもとづく

見越負債」である 19)ことを指摘し，明らかな負

債ではなく「負債性」とする場合があるが，未

払費用についても，それ自体が合理的な予測に

基づき費用配分された見越負債である。こうし

た観点からは，退職給与引当金の設定に関する

予測それ自体が合理的であるのであれば，それ

は負債の認識に関してことさら重要ではないこ

とを示しているにほかならない。このことから，

退職給与引当金は未払費用的性格をもちうると

指摘されることがある加。しかし私見によれば，

未払費用と退職給与引当金の決定的な違いは，

人為的な期間設定によって，前者がすでに期中

「退職給与引当金」の設定事例

準と言われているのは，単に損金算入限度額を

超える部分については税率が課せられ，また前

述の注解 18の解釈によって，引当金費用が

「計上ができる」との立場をとることで，あた

かも引当金の累積限度額が設けられたかのよう

に計上がおこなわれるためである。したがって，

その損金算入限度額を超える部分の引当金を設

定してはならないという意味のものではない。

しかし，個別意見書にもあるとおり，退職一

時金の基本的属性は労働対価である。この観点

からは，税法基準方式の採用は，その時点で企

業会計を歪めるものである。なぜなら，退職一

時金の基本的属性が労働対価であることに着目

すれば，それは企業にとって労働協約等という

一定の契約にしたがい，継続的に役務の提供を

従業員から受けており，その一方ですでに役務

の提供を受けながら，契約の定めにしたがって

図1

19)若杉[1991]， 182-183頁

20)内川 [1985J.251-266頁，平井 [1995J.240 -242 

頁

17)平成10(1999)年度税制改正(法人税法施行令106

条第1項，第2項)により，退職給与引当金の損金

算入限度額を期末自己都合退職要支給額の 20%ま
で段階的に引き下げることとされ，平成14(2003) 

年にはついに退職給与引当金に関する規定が廃止さ

れた。

18)個別意見書，四注2
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において認識された費用のうち，当期の負担に

属さない費用を次期以降に繰延べたものである

のに対し，後者は期末時点において当期に帰属

する負債を第一義的に認識し，その負債の発生

に相応する費用が計上されることにある。

従来の引当金分析に関しては，さらに引当金

の各項目について，それが当期に発生した費用

認識として認められるものと認められないもの

とに分類し，前述の収益費用の認識基準に不均

衡があることで，費用認識の過大計上が生じ，

引当金は会計基準に名を借りた利益留保を示す

ものだと指摘する場合もある2九こうした指摘

は，はたして正鵠を射たものと言えるのであろ

うか。

こうした見解が生まれるのは，すでにその出

発点において収益および費用の認識基準におけ

る不均衡が存在するという通説を所与とし，さ

らに注解18に見られた引当金費用の計上可能

性に着目することに原因がある。しかし，こう

した見解が生起される根本的な原因は，収益費

用アプローチによる適正な期間損益計算という

観点からは，収益の実現主義および限定的な半

発生主義認識に対して，それに相応する費用を

抽出する場合に理論的根拠の脆弱性が払拭され

ないことに起因する。

この理論的根拠の脆弱性に関しては，すでに

アメリカにおいて指摘されているところである。

つまり，適正な期間損益計算を目的とする収益

費用アプローチとは，一義的に資産負債の増減

に関連する収益費用の変動に関する情報を，い

ついかなる条件のもので認識すべきかという点

で，会計実務上において有用な枠組みであると

されてきた2九しかし一方で，収益費用アプロー

チによる適正な期間損益計算の歪みを回避する

ために，独立して収益および費用を定義するこ

とは不可能であってベとりわけ引当金に関し

21)平井 [1995J.130-132頁

22) F ASB. Discussion Memorandum [1976]， par.37 

23) Gell巴in[1992J. p.198 

ては，各期における損益の平準化を目的とした

損益の変動を軽減するための発露として捉えら

れる可能性を排除できない叩という指摘である。

より具体的にいえば，費用を収益に対応させる

主な方法として，

① 収益との直接的な関係が明瞭な費用，また

はその関係が合理的に推定される費用の対

応

② 収益と費用の直接的な関係が明瞭ではない

ものの，組織的かっ合理的に推定される費

用の対応，

③ 収益と費用とに合理的な関係が見出せず，

したがって特定できる将来の便益をもたら

さない費用の即時認識

の三つが考えられるが25にそのいずれを採用す

るかは主観的判断に委ねられており，それが適

正な期間損益計算として十分な妥当性を有する

かは，必ずしも明確とはならないのである。し

たがって，わが国においてもこれまでのような

収益費用アプローチの観点から，各期に計上さ

れる引当金費用の認識測定の妥当性と，その理

論的根拠の説明に対する脆弱性が内包されつづ.

け，上記のように引当金の性格が「利益留保」

であるとの見解までが生起されることとなるの

である。

ただし，従来の引当金分析に関しては重大な

特徴が見落とされている。すなわち，引当金費

用の計上が「期末修正事項」であるとの視点で

ある。これまでの収益費用アプローチの観点か

らは，それが適正な期間損益計算を目的とする

24) F ASB. Special R巴port[1997]， p.79. ここでいう

「ヲ|当金」とは“Reservesqualified as liabilities" 

の邦訳である。周知のようにアメリカにおいては，

アメリカ会計学会 (AAA)“AccountingConcepts 

and Standards Underlying Corporate Financial 

Statements. 1948 Reuision"以降，“Reserves

qualified as liabilities"は明らかな負債として分

類される。しかし，本論においてはその生成経路を

強調する観点、から，あえてその引用部分に関して

「引当金」と訳出した。

25) FASB. Discussion Memorandum [1976J. par目

156-160 
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とともに，前述のとおり，期中における収益費

用の変動を認識することで，それに相応する資

産負債の変動を適宜認識することが可能でなけ

ればならない。しかし，引当金費用に関しては，

期中における費用の変動を適宜認識することが，

事実上不可能である。したがって，期末時点に

おける修正事項として，その期中に発生したと

考えられる費用を認識しようとするのである。

しかし引当金費用の計上が期末修正事項である

なら，なにも費用認識の側面ばかりにこだわる

必要性はない。むしろ期末時点において，当期

に帰属する負債の認識を第一義的におこない，

それに相応する費用を「計上しなければならな

い」と捉えるのであれば，なにも収益費用の認

識基準差異を持ち出さなくとも，引当金計上に

関する十分な理論的根拠を提示できるのである。

こうした観点、は，それまでの収益費用アプロー

チに対置される，いわゆる資産負債アプローチ

によるものである。つまり，この観点によれば，

注解18に掲げられた引当金のうち，とくに当

期における費用認識に疑問をもたれてきた，修

繕引当金や損害補償損失引当金にしても，決し

て費用認識の拡大によって生起されたものとは

言えない。より具体的に言えば，修繕引当金に

ついては，実際に将来時点、において修繕が必要

となる対象資産について，期末時点の個別的な

実地により，その期の実質的資産価値の減少に

対して，それに相応する負債の認識が可能であ

る。また，損害補償損失引当金については，訴

訟敗訴が事実上確定していても，その費用は敗

訴の事実をもってはじめて発生することから，

発生の事実がない時点における引当金計上はお

かしいとする見解が存在するけれども円本来，

それは敗訴の事実をもって確定する債務なので

あって，いわば債務契約に従った支払日の到来

を待たずして，当期における総体的な実質的資

産価値の減少に，相応する負債の認識をおこな

わなければならないという観点によれば，それ

26)平井 [1995J，236-240頁

が利益留保であるとの見解は生起されないはず

である。むしろ，その引当金計上が利益留保部

分であるとの見解は，敗訴の事実がいまだ不透

明の段階において，引当金費用を計上した場合

に主張されるべきものであって，損害補償損失

引当金そのものが利益留保を目的としたもので

あるとするのは，まったくの謬見である。

より端的な例を取り上げてみよう。引当金の

計上が通説的な発生主義による費用認識の拡大

のもとで生起され，その意味で引当金が費用計

上の先取りに照応する貸方勘定であるという観

点からは，貸倒引当金の性格についても一元的

に利益留保の概念を取り込むという見解になら

ざるを得なし、。債権の貸倒れという事実が発生

していない限り，それが費用の発生主義認識で

もないとされるためであるm。しかし，資産負

債アプローチによる負債認識からの視点によれ

ば，それが利益の内部留保であるなどとはまっ

たく言えるものではない。なぜなら，原則的な

考え方として，貸倒引当金を計上するという行

為は，企業が保有する債権内容を期末時点、にお

いて精査したところ，事実上の回収不能ないし

は回収不能になる危険性が高い状態であり，今

後の企業活動の原資として利用することが，実

質的には不可能な部分を示しているにほかなら

なL、。

本来は，そうした不良部分を個別の債権から

控除すべきところであるが，債権のもつ含意が

法的な権利区分の完全なる消滅が確認されなけ

れば，確定決算主義に基づくフランコジャーマ

ン型会計をとるわが国では認められないmo さ

らに，企業会計上も総額主義の立場をとること

から，財務諸表上において間接控除の形態を取

らざるを得ないのである。また，通説的な説明

による過去の経験則に基づく，貸倒引当金設定

をどのように説明するかに対しては，資産負債

アプローチの観点からは，原則的に期末時点に

27)木村重義口964J

28)新井・白鳥 [1991]
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おける債権内容の精査により，実質的な債権価

値の減少を負債として認識しなければならない

が，その作業に対する適時性及びコストベネフィ

トの観点、から，簡便法により負債を認識したと

説明されるのである。したがって，簡便法によ

る負債の認識額が，期末時点において実態を反

映していないと判断されるのであれば，債権内

容の精査によって負債の再認識をおこなわなけ

ればならない。したがって， ここには利益留保

なる指摘はまったくあたらないのである。

これまでの分析により，引当金については以

下のように指摘される。これまでの会計理論上，

引当金の分析については，収益費用アプローチ

を前提とする適正な期間損益計算の観点から，

その理論的根拠が説明されてきた。しかも注解

18に見られる引当金の設定要件が，引当金概

念をさらに暖昧なものとしてきたのである。つ

まり，これまでの企業会計構造の特徴とされる，

収益費用アプローチという前提が不動のもので

あり，収益に対する費用の認識が，期末時点に

唐突に生起されるため，その費用が実現してい

るのか，発生しているのか，未発生なのかが，

会計観の違いにより，いかようにでも説明が可

能となり，さまざまな見解が生まれたのである。

しかし，引当金の本質を資産負債アプローチか

ら分析すれば，そうした多様な見解は払拭され

る。引当金の分析にあたって，資産負債アプロー

チを採用するのは，それが期末修正事項である

という事実である。なぜなら，収益費用アプロー

チによって，期中に稼得した収益に対応する引

当金費用を適宜計上することは不可能である。

この事実に照らしてみれば， r引当金」の認識
は期中取引の総体を期末時点に資産および負債

として取りまとめた後，期中の営業活動によっ

て生じた負債の認識を一義的におこなったもの

と解さねばならないのである。

したがって， これまで一般に評価性引当金お

よび負債性引当金と分類されてきた引当金は，

一元的に負債として説明され，その唯一の違い

はその相手資産が限定されるか否かの点でしか

ない。また，その負債の認識が，実務上，その

一部において各期に平準的に計上されるのは，

負債の認識を簡便的におこなっているあらわれ

なのである。したがって，簡便的な負債の認識

と実際の負債の認識とにズレが見られた場合は，

改めてしかも当然に負債の再認識をおこなわな

ければならないのである。つまり，引当金を分

析する視点は，費用発生ありきではなく，まず

負債発生ありきなのである。したがって，従来

より，引当金に関しては引当金費用の計上によ

り，将来時点におけるキャッシュアウトフロー

に備えた財務的準備が図られるとする見解につ

いても，むしろその特徴として，期末時点にお

いて当期に帰属する負債の認識を企業内部でお

こなうが，その負債の認識が妥当である限り，

それに相応する資産の実質的な費消部分を，そ

の期における引当金費用の計上を通じて填補す

ることで一元的管理がおこなわれていると考え

なければならないのである。とすれば，こうし

た負債の認識にともなう資産の実質的な費消部

分に対し，費用計上を通じた填補機能を有さな

いのであれば，それは明らかな企業会計上の純

然たる負債であって，本来の「引当金」の機能

的特性に合致しないのである。

3.退職給付引当金と引当金概念の異同

前節までの分析では，企業会計上の負債概念

とは，本来，実質優先主義に基づいたものでよ

いはずであり，予測それ自体が適正妥当である

限りは，債務概念よりも広く認識されるもので

あることを指摘した。そのうえで引当金は，期

末時点において認識される企業にとっての負債

を示していると同時に，その負債の認識に対す

る資産の実質的な費消部分に対し，費用計上を

通じた填補機能がなければならないことを指摘

した。したがって，期末時点における引当金と

いう負債の認識は企業内において一元的に管理

されていると同時に，その機能的特性として，

期末時点における資産の実質的な費消部分に対
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し，引当金費用の計上を通じた填補機能を有し

ていなければ引当金ではないとも指摘した。よっ

て極論すれば，引当金を計上するという行為は，

企業が期末時点における適正な負債の認識のも

とで，それに相応する資産の実質的な費消部分

を認識し，それに引当金費用を計上することで

資産の実質的な費消部分を早期に填補するとい

う観点からは，むしろ評価されるべきものであ

ると考えられる。

しかし，こうした引当金の概念および機能が，

新基準における実質的な負債，とりわけ企業年

金財政の積立不足部分を示す「退職給付引当金」

には具備されているのであろうか。この分析に

先立ち，まず新基準の会計構造およびその会計

処理の概括的な説明を試みることとする。新基

準の特徴は，退職給付にかかる事象について包

括的に会計処理を行なうことに特徴がある。し

たがって，新基準導入以前のように，退職一時

金制度を主たる会計事象とする退職給与引当金

の設定や， I適格退職年金制度等へ移行した場

合の会計処理及び表示と監査上の取扱いJ(日

本公認会計士協会監査第一委員会33号)を拠

りどころとする企業年金制度に対する会計処理

といった，各々独立した処理を求めるものでは

ない。

また，わが国の退職給付制度の特徴は，企業

年金制度に比べ，諸外国ではあまり見られない

退職一時金制度の比重が大きい。そこに新基準

導入の難しさがある。しかも新基準の処理構造

は，収益費用の適切な対応は資産負債の適切な

定義と測定の必然的な帰結によって導き出され

るとされる，前述の資産負債アプローチによっ

て生起されているm。これまでの企業会計は，

前述のとおり適正な期間損益計算の結果として

利益の測定がおこなわれ，その認識の結果とし

て資産負債の認識が跡づけされるという，収益

費用アプローチによる説明がなされており，わ

が国の引当金会計分析にも当てはまる事実であ

29) Hendriksen&Van Breda [1991J， p.734-764 

る。しかしながら，資産負債アプローチでの収

益とは資産の増加および負債の減少として定義

され，費用は資産の減少および負債の増加によっ

て定義される。よってこの場合，資産負債の変

動を測定することが企業会計における基本的な

測定プロセスであるとされるのであるmo

では，資産負債アプローチに依拠していると

いわれる新基準の構造は，具体的にいかなるも

のなのであろうか。いま仮に，新基準の会計処

理構造に倣って，期末時点、における制度財政が，

保有する制度資産時価に比べ退職給付債務時価

が超過している場合を想定すると，その関係を

非常に単純化すれば図2のように示される。つ

まり，企業にとっては制度資産時価と退職給付

債務時価との相殺によって求められた超過差額

部分が，現在時点、における母体企業の制度財政

への積み立て不足，すなわち実質的負債となる。

したがって，制度財政における収支相等の原

則3川こよれば，期末時点における資産負債の時

価認識の変動によって認識された，実質的負債

はそのまま事業内資産によって充当されなけれ

ばならない認識額を示している。

しかも，企業内における退職一時金制度に近

似した自家企業年金制度を除けば，その財政管

理は企業外部に置かれているのである。この限

りにおいて，退職給付引当金は従前の引当金概

念とは異なり，企業内における負債の認識では

なく，企業外に対する純然たる負債の発生を示

している。すなわち，この時点においてすでに

「引当金」の特徴が確認されない。とすれば，

新基準における負債の認識に対して，退職給付

引当金と計上されることの必然性はどこにある

のだろうか。

大蔵省企業会計審議会の私的研究会である企

30) FASB. Discussion Memorandum [1976J. par.34 

31)収支相等の原則とは，退職給付制度の加入員たる個々
の加入員単位での収支の一致を図るのではなく，退
職給付財政そのものの長期的な収支の均衡を意味し
ている。詳しくは，今福愛志 [2000bJ. 19 -23頁
参照のこと。
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貸借対照表

資産の部

制度財政

制度資産時価|予測退職給付
債務時価

実質的負債

図2 制度財政と財務諸表との関係

業財務懇談会は，平成9(1997)年の企業会計

審議会の部会改組によって新たに設けられる，

企業年金部会のその後の審議に資するためとし

て，平成8(1996)年に「企業年金に係る会計

処理基準の検討にあたっての論点、の整理」を公

表しているが，その論点のなかには母体企業に

とっての実質的負債を示す，積立不足部分の財

務諸表上での表示方法について，まったく取り

上げられていない。つぎに平成 10(1998)年

公表の同審議会「退職給付に係る会計基準の設

定に関する意見書」においては，その表示につ

いて企業から直接給付される退職給付と，企業

年金制度から給付される退職給付について，包

括的に処理するとの観点、から，貸借対照表にお

ける退職給付に係る負債の計上は，従来の退職

給与引当金に代えて，原則として退職給付引当

金と表示することとされるのみで， I引当金」

として表示することの理論的根拠が示されてい

ない。

したがって，母体企業にとっての実質的負債

が，退職給付引当金として財務諸表上に計上さ

れることの検討過程が十分に公表されていない

が，いま同審議会企業年金部会委員であった黒

川教授の説明によって，その理由を推し量ると

するならそれは以下のとおりである。「退職給

付引当金」の意味は，母体企業が従業員に対す

る債務に充当する資産を特定しておらず，母体

企業の事業資産でその負債に充当している部分

を示しており，この場合の貸借対照表における

資産の部の合計は内部運用事業資産の合計であ

るとしている問。

つまり，この解釈にしたがえば退職給付引当

金は，従前の退職給与引当金同様に，実質的に

負債であることについては同義であるが，その

負債の認識によって充当されなければならない

ものが資産であることを示しているのみである。

とするなら，この退職給付引当金は，従前の退

職給与引当金と同様に，企業内部の資産によっ

て充当される点で同じであるが，その生成過程

は企業内における負債の認識と，それにともな

う実質的資産の費消部分への引当金費用の計上

を通じた填補機能も持たず，それは企業にとっ

ての外部に対する純然たる負債の増加であるは

ずである。しかも上記説明のとおり，退職給付

引当金の概念は負債であると言明するのであれ

ば，そこに予測要素の介在が必ずしも重要では

ないことを演鐸的に主張しているにほかならな

し、。

また黒川教授同様，企業会計審議会企業年金

部会委員であった今福教授によれば，退職給付

債務の発生要因が当期以前の事象に起因した将

来の特定の費用的支出であることから，従来の

退職給与引当金の設定に関連づけられた議論が

展開されていると指摘し，わが国の企業会計に

おける負債概念および引当金概念の再検討を促

しているへこのことは，新基準が資産負債ア

プローチによって構成されているにもかかわら

ず，まったく性格を異にする収益費用アプロー

チによって，依然として理解しようとする見解

32)黒川 [1998J

33)今福 [199SbJ[2000aJ 
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が根強く見受けられる現われである。前述のと

おり，引当金の分析視点は収益費用アプローチ

を取りつづけている限り，その理論的根拠の脆

弱性が払拭されず，むしろ資産負債アプローチ

によって一元的に説明されることを鑑みれば，

その機能的差異に着目し，両者を明確に区分し

なければならないのである。しからば，こうし

た機能的差異に着目せず「退職給付引当金」と

一元的に表示することの妥当性が認められるの

であろうか。

私見によれば，新基準導入時にその後の商法

改正を控えて，商法への配慮によりこの時点に

おける財務諸表上での大幅な表示の変更を回避

しようとする意図がうかがえること。また，新

基準導入移行時において，実務上の混乱が必至

であることから，予測要素の介在が引当金設定

の重要な要件とされていたわが国において，そ

の予測要素の介在をもって引当金とみなし，実

務処理上の混乱を避ける狙いがあったものと推

察される。しかし，予測それ自体がわが国にお

ける引当金概念として重要であるとするなら，

それは前述のように新基準に見られる実質優先

主義をとる企業会計に対し，確定決算主義を前

提とする制度会計に依拠しつづ、けるものである。

つまり，企業会計上，新基準の導入によって大

きく変化したことは，企業側の実質的負債のオ

ンバランスを時価認識により求められたことに

よって，会計処理そのものが実質優先主義に大

きく傾いたことを示している。このことは，今

日の経済的低迷により，企業年金財政が健全で

あるという状況は一般的に考えにくいためベ

新基準導入による制度財政の時価認識により，

一般に母体企業側の実質的負債の洗い出しを迫

34)例えば，富士通株式会社〔平成 12年度有価証券報

告書)では， r退職給付債務に関する事項」におい
て， r前払年金費用」が計上され，同時に「未認識
数理計算上の差異」が退職給付債務減少の大きな要
因となっている。一見すると退職給付財政の健全性
を示すものとして理解されようが，これはむしろ従
前の退職給付制度を変更したことによる一時的な健
全性が図られたと理解するのが妥当である。

り，その測定値が財務諸表上に記載されなけれ

ばならないことを示している。しかし，それま

での企業独自によって設置された多様な退職給

付制度に対し，多様な表示を認めることは，か

えって情報の混乱を引き起こしかねない危険性

を字んでいることを鑑み， しかも商法や税法と

いったものに強く影響を受けるわが国の企業会

計の現状においては，その対応に苦慮するとこ

ろであることから，新基準導入によってもたら

された負債'情報については，従前の「退職給与

引当金」を「退職給付引当金」と単に名称変更

することにより，妥協点、を模索せざるを得なかっ

たと考えるのが至当である。

周知のとおり，退職給付制度の内容は，社会

的および経済的背景の変化にともなって，その

歴史とともに様々に変化を見せ，古くから存在

する退職一時金制度に偏重した形態から，企業

年金制度を含めた退職給付制度を採用する企業

の割合が増加していった。退職一時金制度と企

業年金制度が退職給付制度として包括化されて

いくにあたり，その移行形態に関しでも多様化

することとなり，一般に見られる移行形態につ

いては図3に示すとおりである却。

図3からも明らかなように，退職給付制度内

部における構造は一様ではなく， したがって新

基準の適用により開示される情報のうち，こと

退職一時金制度を包含した制度財政の不健全性

に着目すれば「退職給付引当金」として一様に

開示されることに無理がある。つまり，新基準

の導入により一般に企業にとっての負債を示す

「退職給付引当金」には，図4にあるとおり，

本来の引当金概念および機能を有する「退職給

与引当金」が「退職給付引当金」へと単に名称

の変化がおこなわれた部分と，新基準の導入に

よって認識された企業にとっての外部に対する

実質的負債部分とが揮然一体となっており，

「退職給付引当金」という一様な表示では必ず

しも理解がおよばない内容を含んでいるのであ

35)新日本監査法人 [2002J，20-21頁
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図3 企業年金制度の主な移行形怒(参考・新日本監査法人『退職給付会計jJ.20-21頁)

る。しかも，本論の分析により明らかにしたよ

うに，期末時点における企業内の負債認識にと

もなって，資産の実質的費消部分に対する引当

金費用計上による填補機能がみられた退職給与

引当金は，退職給付制度の移行形態によっては，
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新基準適用以降.I順次，取崩されることが決まっ

ていることを考えれば，今後の退職給付引当金

には，そうした填補機能を有さないまま計上さ

れつづ、けることとなる。
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図4 1"退職給付引当金」の生成経路
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負債の認識という観点から退職給与引当金も もちろん，本論の分析にあるとおり，引当金が

退職給付引当金を比較すれば，両者とも企業に 企業会計上の負債であるとして，一元的に説明

とっては負債であり，とくに問題とはならない

のではないかとの指摘を受けるかもしれない。

しかし，両者は以下の点で明らかにその性質は

異質なものなのである。つまり，新基準によれ

ば，社会的状況あるいは経済的状況によって基

礎率が変化することにより，極論すれば費用計

上とは無関係に負債が増加する場合があり，ま

た逆に財政上の健全性が図られる場合がある。

一方，退職給与引当金については，各期に認識

された負債の増加部分に対し引当金費用計上が

おこなわれ，結果的に期末時点においては絶え

ず資産の実質的な費消部分への填補機能が図ら

れる。しかし，新基準によって認識される実質

的負債を示す退職給付引当金は，そうした機能

は持ち合わせず，独立した負債の発生と捉えな

ければならないはずである。

4.おわりに

引当金会計は，いわばわが国の企業会計にお

ける文化的特性を多分に示す分野である。たし

かにアメリカなどに見られるようなアングロサ

クソン型の実質優先主義にもとづく企業会計と

は異なり，いわゆるフランコジャーマン型の確

定決算主義に裏打ちされた，わが国の企業会計

では，未確定要素を含む引当金が企業にとって

の明らかな負債であるか否かを中心的な論点と

し，ともすれば議論の拡散がみられた部分であ

る。それはひとえに，わが国の企業会計が，収

益費用アプローチを前提とした理論的考察をお

こなってきた結果であり，付言すると，その分

析視点が頑ななまでに取られつづけていた結果

であると言える。

したがって，これまでの引当金会計は，収益

費用アプローチを前提とした，適正な期間損益

計算を目的とする，収益と費用の対応関係に重

点がおかれすぎるきらいがあり，資産負債アプ

ローチからの考察が不足していた感が見られる。

するために資産負債アプローチを持ち込むこと

の是非については，今後の検討課題としなけれ

ばならないが，少なくともこれまでの収益費用

アプローチをとることで見られた， I利益留保

ありき」なる観点はその初期の段階において登

場しない。つまり，期末時点における負債の認

識に偏向が認められる場合に，はじめて引当金

の利益留保性が検討されるべきであり，それは

あくまで副次的な分析である。

むしろ，引当金分析に対し，資産負債アプロー

チをとることの重要な点は，期末時点における

負債の認識にともなって，期中の企業活動から

は顕在化されない，名目資産価値の実質的費消

部分を明らかにし，正味資産価値の測定をおこ

なうことである。また，引当金費用を計上する

という行為は，名目資産の実質的費消部分に対

する，名目と実質との差異を埋めるために，当

然に計上しなければならないものであり，いわ

ば名目を実質ならしめるための当然の填補機能

であると解さねばならない。したがってこの観

点からは，従来，費用認識の観点から，適正な

引当金費用の計上により，将来のキャッシュア

ウトフローまでの財務的準備が図られるとする

引当金の特徴についても，それは正鵠を射たも

のとは言えない。なぜなら，あたかもそれは所

与の資産に対し，付加的に財務的準備の上乗せ

がなされたという感が拭えないからである。し

たがって，本論の分析によれば，引当金とはそ

の属性において一元的に負債なのであり，同時

にその認識を期末時点、におこなうことで，名目

資産価値と正味資産価値の等価性を図るための，

引当金費用計上をつうじた填補機能がなければ，

「引当金」とはならないのである。

それでは，新基準適用によって，企業にとっ

ての実質的な負債を示す，退職給付引当金の計

上には，そうした名目資産価値と正味資産価値

の差異を埋め合わせる，費用計上をつうじた填

補機能が存在するのであろうか。答えは否であ
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る。新基準への完全なる移行処理が完了した時

点において，仮に退職給付引当金が財務諸表上

において増加するという現象が生じた場合には，

そうした填補機能を有さないまま，単純に企業

財務を悪化させていることを示しているにほか

ならないのである。しからば，今日の企業会計

が連結会計を中心とする実質優先主義へと移行

ずるなかで，あたかも従来の引当金概念との

「すりかえ」がおこなわれたかのような， r退職
給付引当金」という財務諸表上での表示は，少

なくともその退職給付引当金が，これまでの引

当金と異なり，企業にとっての一方的な負債の

増加を示すことを啓蒙しない限りにおいては，

企業会計の目的のーっとされる情報利用者の適

正な判断を歪める可能性を否定できないのであ

る。
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